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八代市農業委員会総会議事録 
 

１． 開催日時 令和８年４月１０日（金）午後２時００分から午後２時３６分 

 

２． 開催場所 八代市役所 ３階３０１会議室・３０２会議室 

 

３． 出席委員（16人） 
松本 吉充 

松田 浩一郎 

萩本 一浩 

鞍本 敏男 

有馬 日夫 

笹岡 健一 

矢鉾 次義 

内田 孝光 

木村 秀子 

橋本 一郎 

宮本 光次郎 

上原 誠 

本田 友治 

吉永 安圭美 

黒田 浩一郎 

湯治 裕子 

 

４．欠席委員 

湯野 和也 

平野 英明 

松田 林一 

 

５.出席推進委員（23人） 
吉田 和功 

廣瀬 範明 

中 千代志 

井戸 繁夫 

益田 知明 

岡崎 健司 

澤野 豊美 

川上 貴博 

石田 雄一 

西田 ちみ子 

有村 敏之 

髙木 淳 

瀨本 浩和 

杉山 秀治 

槌田 浩二 

久保田 幸男 

草原 光雄 
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宮崎 修 

村田 裕之 

緒方 道弘 

今村 初幸 

金水 光 

宮山 卓也 

 

６．議事日程 

第１  議案第１号  農地法第３条（委員会）について 

第２  議案第２号 農地法第４条（知事）について 

第３  議案第３号 農地法第５条（知事）について 

第４  議案第４号 農用地利用集積等促進計画について 

 

７．農業委員会事務局職員 

局長      山本 康博 

係長      井上 真由美 

主幹      柿本 光明 

参事      泉 正裕 

主任      斉藤 明日香 

   主事      村田 茜 

主事      泉 俊輔 

 

８．会議の概要 
事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

総会の開催に関し、注意事項を申し上げます。 

ご発言につきましては、会場の正面に設置しております演台の場所にて発言をお

願いします。総会時間の短縮や議事録作成の観点から、簡潔明瞭なご発言をお願い

します。 

それでは、ただいまから４月の総会を開会したいと思います。 

本日は、湯野和也委員、平野英明委員、松田林一委員から欠席の連絡が入ってお

ります。本日の出席委員は、定足数に達しておりますので、総会は成立しておりま

す。 

それでは、会議規則のとおり、会長に議長をお願いし、議事の進行をしていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

 

皆さん、こんにちは。 

それでは、４月の農業委員会総会を始めます。総会の審議がスムーズに進行しま

すよう、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

最初に、本日の議事録署名委員を指名します。１０番 有馬日夫委員、１３番 黒

田浩一郎委員にお願いいたします。 

それでは、議事に入ります。 

議案１号 農地法第３条の規定による許可申請について、事務局より説明をお願

いいたします。 

 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について、議案書１ページ

から２ページのとおり付議いたします。今月の所有権移転申請は、売買による取得

が２件、贈与による取得が３件ありました。地目は、田 １４，６２２平方メート

ル、畑 ５７３平方メートル、合計１５，１９５平方メートルです。内容につきまし
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議長 

 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

 

議長 

 

農業委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

ては、議案書記載どおりです。 

これらは、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満

たしていると考えます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

はい。ありがとうございました。ただいま、事務局からの説明がありました案件

につきまして、各担当委員から説明をお願いいたします。 

 

１番、郡築。 

 

郡築担当の吉田です。申請番号１について説明します。４月１日に現地確認に行

きました。申請地は、現況、遊休農地であり、出し手は、〇〇〇在住の男性で、営

農しておらず、受け手は、規模拡大中の若手農家です。出し手の意向での申請にな

ります。何ら問題ありません。ご審議お願いします。 

 

 ２番、日奈久。 

 

 日奈久担当の橋本です。杉本推進委員が欠席ですので、私が代わって説明いたし

ます。申請番号２番について説明します。４月８日、杉本推進委員と現地確認いた

しました。申請地は、日奈久新開町〇〇〇より北西△△△メートルぐらいのところ

にあります。現在、遊休農地となっております。譲受人は、数十年前に購入してお

られましたが、下限面積の制限が無くなった事を知り、今回、申請されたようで

す。水稲作付けに関する計画、管理及び作業方法、農業機械の保有台数状況など、

作付け再開に関する参考資料も添付されています。遊休農地解消となりますので、

何ら問題ないと思います。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

 ３番、坂本。 

 

坂本地区担当の杉山です。申請番号３番について説明します。４月１日に宮本農

業委員と申請地の確認を行いました。申請地は、坂本町〇〇地区の県道〇〇〇〇線

を交差する〇〇〇〇〇〇〇〇より△△△メートルほど戻り、〇〇〇〇〇〇の民家よ

り里道を△△△メートルほど上ったところになります。譲渡人は、高齢により耕作

されなくなったため、親族でもある申請人に無償にて譲り渡すことになり、今回の

申請に至りました。譲受人は、今回、取得予定の農地に、引き続き果樹等を栽培。

規模拡張の意欲も持っておられ、周辺の農地への影響もなく、何ら問題はないもの

と思われます。ご審議よろしくお願いします。 

 

４番、鏡。 

 

鏡地区担当の今村です。申請番号 4 番を説明します。４月１日に吉永委員さんと

現地確認をいたしました。譲渡人さんは農業経営をしないため、経営規模拡大を目

指す譲受人に所有権を移転します。何ら問題はないと思われます。ご審議よろしく

お願いします。 

 

 ５番、泉。 

 

泉地区ですが、今回は松田委員と岩村委員が欠席のため、事務局から説明しま

す。この案件につきましては、松田委員が４月３日に現地を確認しております。譲

渡人は、〇〇在住です。譲受人は、申請地の隣に住んでおられ、キュウリ、ジャガ
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イモ、タマネギ等を作る予定です。地元委員の松田委員からは、何ら問題ないと確

認しています。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

はい。ありがとうございました。以上の案件につきまして、皆さんから何かご質

問、ご意見ございませんでしょうか。 

ありませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

では、異議がなければ挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員ということで認めることといたします。よって申請を許可いたします。 

 

次に、議案第 2 号、農地法第 4 条の規定による許可申請について、事務局より説

明をお願いいたします。 

 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について、議案書 3 ページのとお

り付議します。今月の申請は 1 件で、農地転用許可の農地区分及び立地基準は、議

案書記載のとおりです。なお、無断転用であったため、追認許可を得るための始末

書が添付されております。次に、一般基準について説明いたします。農地転用の確

実性や、周辺農地に悪影響を及ぼす恐れがないことなどから、すべての案件が許可

は可能と判断いたしました。それではご審議方よろしくお願いいたします。 

 

はい。ありがとうございました。ただいま事務局から説明がありました案件につ

きまして、各担当委員さんから説明をお願いいたします。 

 

１番、金剛 

 

金剛地区の西田です。申請地は、現在、農機具や資材置場として利用してありま

すが、地目が農地のままで転用許可を受けていないことが判明しましたので申請に

及びました。無断転用のため始末書が添付されています。 

ご審議方よろしくお願いします。 

 

はい、ありがとうございます。 

以上の案件につきまして、皆さんから何かご質問、ご意見はございませんでしょ

うか。 

よろしいですか。 

 

（質問、意見なし） 

 

では、異議がなければ、挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員ということで認めることといたします。よって申請を許可いたします。 
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議長 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

次に、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、事務局より説明

をお願いいたします。 

 

議案第３号 農地法第５条の許可申請について、議案書４ページから５ページのと

おり付議いたします。今月の申請は、所有権移転が７件、使用貸借権設定が１件の

合計８件です。農地区分及び立地基準は、議案書記載のとおりです。なお、番号２

番及び６番の案件は無断転用であるため、追認許可を得るための始末書が添付され

ております。次に、一般基準について説明いたします。農地転用の確実性や、周辺

農地に悪影響を及ぼす恐れがないことなどから、すべての案件が許可可能と判断い

たしました。それではご審議方よろしくお願いいたします。 

 

はい。ありがとうございました。ただいま事務局からの説明がありました案件に

つきまして、各担当委員さんから説明をお願いいたします。 

１番、八千把。 

 

八千把地区担当の中です。申請番号１番と２番について説明します。１番、申

請地は古閑中町の〇〇〇〇〇〇〇の〇〇〇〇〇〇〇の東側に当たり、周りが住宅地

で、現況、造成済みの農地で、ここに個人住宅を建築したいといった申請になりま

す。何ら問題はないと思います。２番、申請地は、古閑上町の〇〇〇〇〇〇〇〇〇

の西側に当たり、現況〇〇〇として利用されている農地で、ここを売買しようとし

たところ、転用許可を受けていないことが判明したため、今回の申請になりまし

た。無断転用のため、始末書が添付してあります。ご審議お願いします。 

 

３番、麦島。 

 

植柳・麦島地区担当の川上です。申請番号３番から５番について説明します。４

月２日、矢鉾農業委員と申請地の確認を行いました。申請番号３番、４番の転用目

的は同様で、宅地建物取引業者が宅地分譲地として販売するための申請となりま

す。申請地は互いに数百メートル離れた場所にあって、周囲の状況も同様で、〇側

に幹線道路、その他周辺は住宅に囲まれていて、農地はなく、何ら問題ないと考え

られます。次に、５番の転用ですが、個人住宅を建築したいということです。申請

地は〇側に住宅、〇側に道路があり、〇側と〇側に田と畑がありますが、日照関係

等の影響はないと思われ、何ら問題ないと考えられます。審議方よろしくお願いし

ます。 

 

 ６番、金剛。 

 

金剛地区の西田です。４月 1 日、内田農業委員さんと現地確認を行いました。申

請地は賃借地で、農舎、農作業用ハウス、農業資材置き場などに利用しておりまし

た。将来、農地の拡大などを考え、借地を取得したく相談しましたところ、この

度、同意をしていただくことになり、手続きを進めておりましたところ、農地のま

まで、転用許可を受けていないことが判明いたしましたので、申請に及びました。

無断転用のため、始末書が添付されています。ご審議方よろしくお願いします。 

 

 ７番、金剛。 

 

４月７日、木村農業委員さん、高木推進委員さん、私、３名で現地を確認いたし

まして、乾燥農用機の集塵機を取り付けるということで、隣の〇〇さんの田んぼを
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議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

相談されたわけです。集塵機を置くためには敷地の面積がないために相談されてい

ます。何ら問題ないと思います。よろしくご審議方お願いします。 

 

８番、二見。 

 

二見担当の瀨本です。８番について説明します。４月３日、日奈久地区の橋本農

業委員さんと現地の確認を行いました。〇側にある、現況、〇〇〇〇〇〇として利

用されていました。そこに〇〇〇〇会社 〇〇〇〇〇が資材置場として利用されるも

のです。なお、申請地の周りに農地はなく、影響はないと思います。また、売買を

される際に申請地の地目が田ということが判明したため、顛末書も添付されており

ます。ご審議方よろしくお願いします。 

 

はい。ありがとうございました。 

以上の案件につきまして、皆さんから何かご質問、ご意見ございませんでしょう

か。 

ありませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

では、異議がなければ挙手をお願いいたします。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員ということで認めることといたします。よって申請を許可いたします。 

 

議案第４号 農用地利用集積等促進計画について事務局より説明をお願いいたしま

す。 

 

議案第４号、農用地利用集積等促進計画について、議案書６ページから３９ペー

ジのとおり付議いたします。農地中間管理事業の推進に関する法律 第１８条第１１

項の規定により、農地中間管理機構に対して、農用地利用集積等促進計画を作成す

ることを要請するというものです。今回の案件は、賃貸借は、一括契約が５２件、

再配分が１件、所有権移転は、機構買入が３件、機構売渡が５件です。受け人・農

地につきましては、議案書記載のとおりです。また、申請のあった案件につきまし

ては、農地中間管理事業の推進に関する法律 第１８条第５項第２号及び第３号に規

定されている農用地等の効率的利用や農作業の常時従事を満たしていると判断され

ます。なお、所有権の移転を受ける者につきましては、農業を担う者に位置付け済

み又は位置づけ予定であることから、地域計画の達成に資することとなると考えま

す。なお、この基盤強化法及び中間管理法による農用地の売買では、農地中間管理

機構へ譲渡した場合など、譲渡所得の特別控除が受けられる優遇措置がとれますの

で、農地として売買の相談があった場合は、事務局にお尋ねいただきますようお願

いいたします。議案第４号の説明につきましては、以上です。 

 

はい。ありがとうございました。 

ただいま事務局から説明がありましたが、皆さんから何か質問はありませんでし

ょうか。 

よろしいですか。 
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（質問、意見なし） 

 

それでは質問がなければ、これは農用地利用集積等促進計画でございますので、

原案通り決定することといたします。 

本日予定の議案はすべて終了しました。 

今月は許可不要転用届、農地法第１８条第６項の規定による合意解約届、農業委

員会会長専決規定第３条の規定による農地法第３条の許可がありましたので報告い

たします。 

これをもちまして４月の八代市農業委員会を閉会いたします。 

皆様おつかれ様でございました。 

 

 

八代市農業委員会会議規則第１９条第１項の規定により署名する。 

 

令和８年４月１０日 

 

      八代市農業委員会 会長                

 

      八代市農業委員会 委員                

 

      八代市農業委員会 委員                


